
甘

文

書

に

み

る

漢

文

訓

読

特

有

の

語

法

－
　
「
不
可
勝
　
（
称
）
　
計
」
　
に
つ
い
て
　
－

古
文
雷
に
所
見
す
る
語
彙
・
語
法
に
は
、
撰
文
訓
読
語
を
出
自
と
す
る
も
の

が
少
な
く
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
漢
文
訓
読
特
有
の
語
法
と
い
わ
れ
た
も
の
ま

で
も
散
見
す
る
。

そ
う
し
た
語
彙
・
語
法
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
漢
文
訓
読
の
場
に
於
け
る
、

そ
の
ま
ま
の
意
味
・
用
法
、
ま
た
は
、
形
態
で
、
所
見
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

古
文
苔
は
、
日
常
的
な
轟
記
法
・
文
字
法
′
・
常
用
的
な
表
現
法
を
背
景
と
す

る
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
漢
文
訓
読
の
場
と
古
文
書
の
場
と
い
う
二
者
の
間

に
は
、
理
解
語
彙
と
使
用
語
彙
と
の
懸
隔
に
も
似
た
情
況
が
、
加
え
て
、
二
者

の
問
に
於
け
る
日
本
的
な
変
容
が
、
看
取
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
考
察
目
的
の
も
と
に
、
本
稿
で
は
、
「
不
可
勝
（
称
）
計
A
あ

げ
て
か
ぞ
ふ
べ
か
ら
ず
V
」
と
い
う
一
表
現
法
を
取
り
上
げ
、
私
見
を
述
べ
た

い
。

0

資
料
は
、
中
世
の
文
事
、
左
記
を
主
資
料
と
し
た
。

○
　
竹
内
理
三
編
『
鎌
倉
遺
文
　
古
文
容
編
』
第
一
巻
、
（
昭
和
四
六
年
）

以
下
、
東
京
堂
出
版
、

＊
　
以
下
に
、
こ
れ
を
「
鋳
造
」
と
略
称
し
、
巻
次
・
頁
数
を
「
鉄
遺
二
・

三

　

保

　

忠

　

夫

八
八
」
の
よ
う
に
し
て
注
記
す
る
。

古
文
書
の
時
代
的
変
遷
と
、
そ
の
諸
様
式
（
様
式
論
）
と
に
対
す
る
配
臆
は
、

本
稿
で
は
行
な
わ
な
い
。

こ
の
語
法
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
所
見
す
る
。

用
　
右
、
正
税
本
穎
式
数
≠
七
万
二
千
四
百
束
、
除
減
省
之
遺
、
定
挙
廿
四
万

六
千
百
十
東
、
明
録
税
帳
、
是
則
一
朝
之
租
弼
百
姓
之
依
帖
也
、
然
而
洞

弊
之
民
負
正
税
不
耕
田
晴
、
富
勢
之
畑
領
龍
田
以
不
請
正
視
、
仇
為
存
公

平
、
同
以
息
利
七
万
三
千
八
百
六
十
三
東
、
率
於
国
内
力
田
之
問
、
当
任

守
元
命
朝
臣
、
三
箇
年
収
抽
既
以
繁
多
也
、
柏
木
可
勝
計
、
所
以
何
者
、
…

（
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
、
第
一
条
、
永
廷
二
・
十
丁
八
、
平
安
遺
文

二
・
四
七
三
）
　
（
注
1
）

－
L

伺
　
加
之
勘
徴
之
使
、
引
率
数
多
之
従
顆
、
所
貴
取
土
毛
、
疋
別
米
一
石
六
五

斗
、
布
温
別
四
五
斗
、
自
余
雑
物
、
准
本
物
過
三
四
倍
也
、
何
況
供
給
装

束
輿
敢
不
可
酪
計
、
舞
済
如
是
、
非
法
物
之
問
、
清
却
先
祖
之
永
財
、
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成
子
孫
之
存
命
、
売
代
夫
妻
之
衣
裳
、
失
愛
子
之
寒
温
、

（
同
右
、
第
七
条
、
同
・
四
七
六
）

の
　
右
、
披
国
所
在
烏
三
十
疋
、
直
穀
百
五
十
石
、
（
中
略
）
、
是
則
依
式
立

川
根
帳
、
而
当
任
守
元
命
舶
臣
悉
私
用
、
不
充
把
分
、
愁
之
中
之
為
愁
、

骨
這
於
揃
、
就
中
使
到
若
之
時
、
費
在
於
郡
司
、
経
口
之
煩
、
利
矧
矧
訓
、

（
同
右
、
第
十
二
条
、
同
・
四
七
八
）

的
　
右
大
鳥
之
用
途
、
悶
例
有
限
、
而
或
寒
月
或
農
時
、
不
隔
月
無
欠
旬
、
坑

以
運
上
、
但
向
京
之
程
、
郊
亭
過
於
十
合
、
帰
国
之
問
、
雲
巌
阻
於
千
里
、

是
以
折
大
田
畠
、
吊
非
於
勅
下
、
役
駄
傷
蹄
、
挙
病
於
鞍
上
、
絶
頼
屈
力

罰
イ

之
口
、
本
国
難
帰
、
枯
軍
凍
水
之
時
、
途
中
易
壁
、
千
時
一
国
之
内
、
増

大
悉
轟
、
百
姓
之
佃
、
負
駄
無
遺
、
所
輸
賃
米
、
夫
者
一
石
二
斗
、
駄
者

二
石
余
也
、
人
煩
猷
鐙
、
不
可
矧
訓
、

（
同
右
、
第
二
十
三
条
、
同
・
四
八
一
）

以
上
は
、
著
名
な
「
尾
張
国
解
文
」
に
於
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
解
文
」

は
、
尾
張
岡
の
郡
司
・
百
姓
ら
が
、
国
守
藤
原
元
命
の
濫
行
槌
法
に
つ
き
、
三

十
一
ヶ
条
を
列
挙
し
、
朝
廷
に
そ
の
更
迭
を
訴
え
出
た
文
容
で
あ
る
。

川
は
、
同
守
元
命
の
三
ヶ
年
に
及
ぶ
不
当
な
徴
税
・
搾
取
は
、
も
は
や
無
数

と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
容
易
に
数
え
き
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
。
何
は
、
ま
し

て
、
勘
徴
使
一
行
に
対
す
る
慣
例
的
な
接
待
の
費
用
に
及
ん
で
は
、
と
て
も
数

え
き
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
。
仲
は
、
国
守
が
駅
家
の
雑
用
を
支

出
し
て
い
な
い
か
ら
、
任
が
や
っ
て
来
た
時
は
、
郡
司
が
そ
の
負
担
を
荷
う
こ

と
に
な
り
、
数
日
H
に
及
べ
ば
そ
の
苦
労
は
い
よ
い
よ
甚
大
な
も
の
と
な
る
、
の

意
。
国
は
、
関
守
が
、
官
物
の
運
送
で
は
な
い
の
に
、
百
姓
に
人
夫
や
駄
馬
を

負
担
さ
せ
、
か
つ
、
非
道
な
ほ
ど
に
酷
使
す
る
の
で
、
人
馬
の
疲
弊
や
病
死
は
、

い
ち
い
ち
数
え
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ぐ
ら
い
に
多
い
、
と
い
う
も
の
。

注
意
さ
れ
る
の
は
、
ど
の
例
を
と
っ
て
み
て
も
、
単
に
、
「
～
多
く
て
、
数

え
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
情
態
・
程
度
が

極
め
て
悪
い
こ
と
を
、
強
調
的
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
用
法
は
、
当
該
語
法
の
本
来
的
な
用
法
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
以
下
に
は
、
そ
の
意
味
・
用
法
、
よ
み
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

当
該
語
法
は
、
延
喜
年
間
頃
に
は
所
見
し
て
い
る
が
、
用
例
が
多
く
な
る
の

は
中
世
の
頃
で
あ
る
。

以
下
、
院
政
・
鎌
倉
時
代
の
古
文
書
か
ら
、
十
例
を
引
用
す
る
。

（肪）

川
l
其
後
三
百
八
十
余
載
、
辱
知
他
好
、
然
問
松
永
法
師
或
時
号
大
府
勢
人
、

勒
騒
擾
所
部
、
不
耕
作
畠
地
子
井
桑
葉
等
、
加
之
今
年
急
就
宇
野
御
厨
之

（礼）

辺
、
或
称
寄
進
負
物
之
代
、
或
又
懸
礼
於
桑
杖
、
尿
請
彼
彼
厨
家
預
専
当

人
長
、
押
抱
桑
葉
、
微
音
作
自
田
地
子
、
如
此
違
濫
不
可
酪
計
、
　
　
一

（
筑
前
同
機
世
音
寺
三
綱
解
案
、
寛
治
三
・
八
・
十
七
、
平
安
遺
文
四
・
　
1
2

一
二
五
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

出
　
令
校
注
地
頭
之
処
、
見
作
百
十
一
町
百
八
十
歩
、
（
中
略
）
、
偽
有
限
所

当
、
寄
人
頂
弁
済
之
処
、
領
主
枝
破
公
田
率
法
、
添
段
別
命
数
下
六
斗
、

責
取
之
員
、
不
可
畔
計
者
欺
、

（
伊
賀
在
庁
官
人
等
連
署
解
宗
、
保
元
三
・
四
、
大
日
本
古
文
書
、
東
大

寺
文
書
六
二
二
七
〇
）

川
　
右
当
山
者
、
是
報
恩
大
師
建
立
、
千
手
観
音
霊
場
也
（
中
略
）
、
愛
中
比

国
宰
宮
内
卿
藤
原
宝
扶
朝
臣
偏
博
観
音
利
生
、
仰
遺
跡
効
験
、
以
件
免
田

（
u
h
り
）

所
被
寄
免
寺
家
也
、
其
後
近
来
成
□
当
職
、
依
被
宛
私
用
、
伽
藍
荘
厳
、

既
及
閉
息
乎
、
就
中
当
寺
本
堂
以
去
治
承
二
年
二
月
、
不
慮
之
外
令
焼
失
、

住
僧
等
非
歎
、
不
可
翻
計
l
、

（
備
前
国
金
山
寺
住
僧
解
、
元
暦
二
・
八
、
平
安
遺
文
八
・
三
一
八
四
）



異
色
年
々
未
済
及
数
千
石
、
種
々
乱
行
萄

（
八
条
院
障
子
内
親
王
庁
下
文
、
建
久
四
・
九
二
一
三
、
鎌
遺
二
・
八
八
）

右
、
一
天
四
海
某
不
王
土
、
叡
恩
趣
不
能
左
右
、
但
万
歳
初
度
御
斗
蔽
、

害
質
神
事
也
、
付
上
付
下
、
殊
可
存
無
為
之
処
、
国
司
内
使
私
心
、
外
称

（

い

∴

）

御
動
、
神
社
仏
　
楕
円
勢
家
之
輿
背
法
認
葺
、
民
愁
人
数
、
割
印
和
訓
、

不
忠
之
至
、
今
荒
神
責
、

（
輿
福
寺
瞑
状
、
建
久
九
・
十
∵
一
、
鎌
遺
二
・
三
二
二
）

而
当
地
覿
自
去
々
年
押
取
件
新
寺
新
田
之
間
、
修
正
井
毎
月
十
八
日
・
二

季
彼
岸
等
之
助
、
皆
以
陵
遅
之
至
、
利
可
和
訓
、
同
欲
停
止
彼
押
領
者
、

（
田
自
薦
無
氷
実
家
政
所
下
文
、
琴
永
二
・
十
、
銀
翼
二
二
三
三
）

又
乱
入
薫
任
私
宅
、
致
苛
法
之
責
候
之
条
、
利
可
噺
細
候
、

（
宵
使
玉
末
次
等
叩
状
、
建
堕
二
・
十
・
十
四
、
鉦
遺
四
・
九
こ

（
甘
力
）

横
行
揖
之
所
恒
所
望
之
敢
之
語
、
耽
一
旦
安
耳
言
、
及
一
堂
訴
訟
之
条
、

凡
矯
防
之
至
、
不
可
勝
計
、
付
之
者
所
詮
候
、

（
僧
折
損
陳
状
雲
、
話
禄
二
カ
、
錐
遣
五
・
四
〇
七
）

就
中
同
判
無
具
儀
之
分
、
餓
被
下
御
成
敗
、
無
承
引
由
公
文
訴
申
、
狼
再

之
至
、
不
可
顧
訓
、
背
国
命
之
条
、
何
事
過
斯
、

（
周
防
悶
留
守
所
下
文
、
嘉
型
一
・
四
・
十
四
、
鉦
遺
七
・
二
七
六
）

而
今
当
地
琉
代
行
村
背
先
例
、
運
上
爵
晶
絹
綿
之
間
、
度
々
難
加
制
禁
、

（
マ
マ
）

敢
不
令
承
引
、
剰
致
未
進
、
又
無
年
中
之
究
済
、
其
上
強
百
姓
、
偏
衆
議
、

非
法
張
行
之
条
、
不
可
鵬
副
、

（
賢
舜
巾
状
宗
、
文
永
三
・
六
、
鎌
遺
十
三
二
七
六
）

「
張
行
」
と
は
、
表
だ
っ
た
違
法
行
為
で
あ
る
。

以
前
条
々
如
此
、
但
、
不
我
此
事
翼
相
漏
彼
一
篇
子
細
等
、
司
可
嘲
珊

歎
、
然
者
或
守
式
目
之
旨
趣
、
或
尋
先
々
之
傍
例
、
且
任
理
致
之
所
指
、

且
依
時
宜
之
所
推
、
加
内
談
、
憲
法
可
被
致
其
沙
汰
、

（
宗
像
民
事
翼
正
和
二
・
正
・
九
）
（
注
2
）

こ
れ
は
、
「
宗
橡
氏
事
宙
こ
の
奥
書
で
、
「
以
前
条
々
如
此
」
と
は
、
当
「
事

書
」
十
三
箇
条
全
体
を
さ
し
・
「
彼
二
哲
巴
と
は
、
序
文
に
み
え
る
正
嘉
三
年

二
月
八
日
の
「
大
礼
」
で
あ
る
。
当
「
事
む
」
に
も
載
せ
ず
、
そ
の
「
大
礼
」

に
も
轡
ら
し
た
事
細
か
な
点
は
、
い
ち
い
ち
か
ぞ
え
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い

こ
と
だ
、
だ
か
ら
、
あ
る
い
は
貞
永
式
日
の
旨
趣
を
守
り
、
あ
る
い
は
過
去
の

傍
例
を
参
照
も
、
云
々
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
十
例
、
す
べ
て
「
不
可
勝
（
称
）
計
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
、
次
の
例
を
そ
え
て
お
く
。

㈹
一
可
被
制
群
飲
侠
遊
事

如
格
条
者
、
厳
制
殊
重
、
剰
耽
好
女
之
色
、
及
博
突
之
業
、
此
外
又
或
号

茶
寄
合
、
或
称
連
歌
会
、
及
莫
太
購
、
其
費
矧
矧
甜
者

l
乎
・

（
建
武
式
目
、
第
二
灸
、
建
武
三
・
十
一
・
七
）
（
注
3
）

「
建
武
式
日
」
は
、
足
利
尊
氏
の
政
治
方
針
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
右
は
、

そ
の
一
条
で
、
世
上
に
勝
手
気
ま
ま
な
遊
興
が
杭
返
し
、
よ
っ
て
無
駄
の
甚
大

な
る
や
、
数
え
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
意
味
に
解
さ
れ
る
。

㈹
一
諸
国
守
護
人
事

（
中
略
）
。
愛
近
年
不
叙
用
引
付
等
之
奉
書
、
不
及
詩
文
、
徒
渉
旬
月
、

多
累
催
促
、
愁
欝
之
輩
利
剥
戚
計
、
政
道
之
違
乱
、
職
而
由
斯
、

（
同
、
迫
加
法
、
建
武
五
・
後
七
・
廿
九
）
（
注
3
文
献
、
一
五
五
日
）

こ
う
し
た
「
要
綱
」
の
類
と
、
こ
れ
ま
で
の
古
文
書
の
類
と
で
、
文
体
・
語

彙
・
語
法
な
ど
の
面
に
、
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
か
は
未
勘
で
あ
る
が
、
先

の
十
例
に
そ
え
て
今
後
の
参
考
と
し
た
い
。
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さ
て
、
用
字
に
つ
き
、
そ
の
三
宇
目
は
、
「
勝
」
　
（
川
・
脚
の
二
例
以
外
）

と
番
く
こ
と
が
多
い
が
、
「
称
」
　
（
糾
・
糊
）
と
も
書
き
、
区
別
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。

と
も
に
「
あ
げ
て
か
ぞ
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
よ
み
、
「
全
体
に
つ
い
て
は
言
い

つ
く
せ
な
い
」
と
か
、
「
き
り
が
な
い
の
で
、
（
全
部
を
）
　
い
ち
い
ち
数
え
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
。

す
　
べ
か
ら
‥
あ
げ
て
　
か
ぞ
ふ

㈹
　
不
レ
可
レ
勝
　
　
計
（
慶
長
三
年
耶
蘇
会
板
落
雲
集
、
色
葉
字
集
、
あ
部
）

ス
．
ベ
カ
ラ
丁
ケ
サ
カ
′
フ

㈹
　
不
レ
可
二
勝
　
　
計
一
（
至
言
字
考
節
用
集
第
十
一
冊
、
言
辞
九
上
、
4
1
の
7
）

丁
ケ
ケ

間
の
「
勝
」
に
は
、
偶
然
で
あ
ろ
う
か
、
渇
点
が
な
い
、
文
化
十
二
年
の
『
蘭

あ
け
て
か
ぞ
ふ
べ
か
ら
す

例
節
用
集
』
で
も
、
「
不
可
勝
　
　
計
」
（
あ
け
、
言
部
）
と
、
萬
点
が
な
い
。

辞
宙
類
に
は
、
右
の
よ
う
な
語
句
の
形
、
よ
み
で
登
載
さ
れ
て
い
る
が
、
ま

れ
に
、
次
の
よ
う
な
形
も
所
見
す
る
。
こ
れ
は
抽
象
的
な
語
形
で
あ
っ
て
、
実

際
の
運
用
に
当
っ
て
は
、
や
は
り
、
「
不
可
　
－
　
」
と
連
結
す
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。シ

ヨ
ウ
ケ
ー
イ

㈹
　
勝
計
　
（
天
正
十
五
年
尊
朝
親
王
肇
　
書
状
文
字
抄
、
3
ウ
6
）

丁
ケ
一
了
カ
ソ
フ

『
色
葉
字
類
抄
』
の
シ
部
、
ま
た
は
セ
部
の
畳
字
部
に
は
、
「
勝
計
」
と
の

語
が
な
く
、
ア
部
の
辞
宇
部
に
次
の
よ
う
に
あ
る
（
声
点
・
合
点
略
）
。

ヤ

ウ

丁

ク

的
　
場
l
も
　
（
二
十
八
字
略
）
l
苧
拉
l
l
（
十
八
字
略
）
貰
己
上
拐
也
（
前
田
本
、

巻
下
、
三
四
オ
・
ウ
）

従
っ
て
、
同
語
は
和
よ
み
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
だ

が
、
㈹
に
み
る
よ
う
な
漢
語
サ
変
動
詞
と
し
て
よ
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ

の
実
例
が
次
の
も
の
で
あ
る
。
後
掲
の
訓
点
資
料
の
餌
や
古
往
来
の
「
和
泉
往

来
」
の
例
も
同
様
で
あ
る
。

㈹
　
イ
マ
現
在
大
栗
国
二
百
八
十
州
′
内
外
I
t
・
山
寺
ア
リ
・
人
里
ノ
寺
ア

リ
・
ソ
ノ
カ
ス
・
称
計
ス
へ
カ
ラ
ス
・

（
乾
坤
院
本
正
法
眼
蔵
第
五
十
三
、
梅
花
、
十
一
丁
オ
）
　
（
句
読
点
は
正

接
寺
本
に
よ
る
）
　
（
注
4
）

㈹
　
已
得
度
人
・
シ
カ
ア
レ
ハ
・
ス
ナ
ハ
チ
・
シ
ル
ヘ
シ
・
得
皮
ト
イ
ウ
ハ
・

出
家
ナ
リ
・
未
出
家
ハ
・
沈
輪
ニ
ア
リ
・
カ
ナ
シ
ム
へ
シ
・
オ
ホ
ヨ
ソ
．

一
代
ノ
悌
説
ノ
ナ
カ
ニ
・
出
家
ノ
功
徳
チ
・
語
感
セ
ル
コ
ト
・
彗

カ
ラ
ス
，

（
乾
坤
院
本
正
法
眼
蔵
第
六
十
、
三
十
七
品
菩
提
分
法
、
十
四
丁
オ
）
　
（
句

読
点
は
同
右
）

右
二
例
に
つ
い
て
は
、
「
称
」
を
「
唱
」
の
類
義
と
み
て
、
「
ト
ナ
へ
カ
ゾ

フ
」
・
「
と
な
え
か
ぞ
え
る
」
と
説
く
人
も
あ
る
が
（
注
5
）
、
や
は
り
、
先

述
の
よ
う
に
解
釈
す
る
方
が
よ
く
は
な
い
か
。

0

「
不
可
勝
（
称
）
計
」
を
、
ま
た
、
「
あ
げ
て
は
か
る
…
…
」
と
よ
む
人
が

あ
る
（
阿
部
猛
氏
、
注
1
文
献
）
。

こ
れ
に
関
し
、
『
文
明
本
節
用
集
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
付
訓
が
あ
る
。

ズ
ペ
ヵ
ラ
丁
（
ゲ
）
チ
ハ
カ
ル

囲
　
△
不
レ
可
二
勝
　
計
一
（
書
、
朱
）
（
ア
部
、
竺
云
門
、
七
五
九
1
）

（
朱
）
「
ケ
ー
1
」

ど
の
程
度
の
背
景
が
あ
っ
て
の
こ
と
か
は
未
勘
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
後
世

的
な
、
即
字
的
な
付
訓
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
前
に
於
い
て
は
、
た
と

え
ば
『
色
祁
水
芋
類
抄
』
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
計
」
字
は
、
「
は
か
る
」

よ
り
も
「
か
ぞ
ふ
」
と
の
関
係
が
、
よ
り
緊
密
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
注
6
）
。

〓

前
項
に
引
い
た
古
文
書
や
古
辞
書
の
例
か
ら
し
て
、
「
あ
げ
て
か
ぞ
ふ
べ
か

ら
ず
」
と
い
う
語
法
と
、
そ
の
「
不
可
肪
（
称
）
計
」
と
い
う
表
記
法
と
の
田

定
性
は
、
十
分
に
認
め
ら
れ
て
よ
く
、
ま
た
、
既
に
認
め
ら
れ
て
き
た
か
の
よ

う
で
も
あ
る
。
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こ
の
語
法
の
〝
出
現
″
は
中
国
に
あ
る
。
そ
れ
が
、
日
本
の
挟
文
訓
読
語
を

媒
と
し
て
、
右
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
文
語
解
』
　
（
明
和
九
年
大
典
禅
師
自
序
）
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一

一

メ

　

ヲ

…

i

　

　

　

　

　

　

　

ニ

勝
”
㌍
　
張
㊥
不
レ
嬰
共
寧
逐
殺
二
多
僚
一
郡
　
臣
不
才
不
レ
勝
義
任
一

ン

ト

　

チ

以
為
二
停
戦
空
茶
入
澤
レ
立
二
孝
公
示
レ
勝
二
四
公
子
之
徒
－
紆
子

タ

ル

二

孫
勝
レ
冠
者
軋
レ
鮎
勘
轟
軋
必
監
墜
ソ
ノ
義
ミ
ル
ベ
ン
　
魚
粕
不
レ

丁
ゲ
．
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
孟

可
一
癖
食
一
材
木
不
レ
可
二
勝
用
二
子
　
コ
レ
多
シ
テ
ッ
ク
サ
レ
ヌ
ヲ
イ
フ

広
轡
一
挙
也
ト
注
ス
　
　
（
難
等
切
は
勺
の
中
に
亡
、
㊨
左
右
に
首
と

或
）
（
巻
五
）
（
中
村
宗
彦
編
「
釈
大
典
詩
語
解
・
文
語
解
並
に
索
引
」

〓
ハ
九
貢
）

こ
こ
で
は
、
「
不
勝
」
を
別
と
す
れ
ば
、
「
不
可
肪
（
食
）
」
、
「
不
可
勝

（
用
）
」
の
例
が
『
孟
子
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

諸
橋
轍
次
博
士
の
『
大
法
和
辞
典
』
l
に
よ
れ
ば
、
「
称
」
字
（
巻
八
・
六
〇

四
百
）
の
項
に
、
「
称
計
」
の
二
字
が
熟
語
の
よ
う
に
し
て
掲
出
さ
れ
、
次
の

よ
う
な
二
例
が
あ
が
っ
て
い
る
。

即
　
売
難
二
得
而
称
計
↓
。
（
王
融
、
三
月
三
日
曲
水
詩
序
）

佃
　
故
米
布
之
属
、
不
レ
可
二
称
計
】
。
（
晋
古
、
氾
皆
伝
）
（
「
勝
」
字
（
巻
二
）

の
項
に
「
勝
計
」
の
例
な
し
）
仏
典
に
も
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

幽
　
諸
の
苦
行
を
修
（
し
）
た
ま
ふ
を
モ
チ
テ
ハ
、
五
通
仙
に
勝
（
リ
）
た
る

ケ
イ

こ
と
、
百
千
万
位
郵
政
多
倍
に
し
て
、
称
計
す
可
（
か
ら
）
ず
〔
不
〕
し

て
（
原
文
、
不
可
称
計
）

（
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
、
巻
六
、
平
安
時
代
初
期
白
点
）
（
注
7
）

佃
や
幽
な
ど
は
、
第
一
項
に
み
た
古
文
事
期
の
形
と
会
同
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
国
に
於
い
て
は
、
あ
る
い
は
、
正
格
漢
文
に
於
い
て
は
、
「
不

可
矧
甥
珊
」
が
ど
れ
ほ
ど
固
定
的
で
あ
っ
た
か
、
疑
わ
し
い
。
必
ず
し
も
、

こ
れ
に
固
定
せ
ず
、
ま
た
、
こ
れ
が
専
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

右
の
『
孟
子
』
の
二
例
も
そ
う
だ
が
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
（
餌
・
餌
は
築

島
裕
博
士
の
著
書
に
よ
る
）
。
（
注
8
）

ア
ケ
て
寸

㈲
　
不
レ
可
二
肪
紀
二
文
琉
組
府
論
北
巻
保
延
点
、
三
八
オ
六
）

す

　

　

ア

ケ

子

餉
　
不
レ
可
二
称
説
二
東
大
寺
図
書
館
蔵
新
修
往
生
伝
保
元
三
年
点
）

0

後
に
掲
げ
る
、
「
不
可
勝
数
」
　
（
群
書
治
安
、
的
の
例
）
・
（
史
記
、
的
の

0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

例
）
、
「
胡
可
塑
と
（
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
、
的
の
例
）
、
「
不
可
勝
道
」

（
史
記
、
軸
の
例
）
と
い
っ
た
例
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
不
可
勝
（
称
）
　
－
」

の
否
定
の
対
象
は
、
必
ず
し
も
「
計
」
に
限
定
さ
れ
ず
、
い
ろ
い
ろ
の
動
詞
が

あ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
中
国
に
於
け
る
、
も
し
く
は
正
格
漢
文
に
於
け
る
「
不
可
麟
－
（
l
矧
当

珊
」
に
は
、
未
だ
固
定
的
性
格
が
薄
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
熟
合

す
る
こ
と
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
熟
合
形
も
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、

そ
れ
は
「
固
定
し
て
い
る
」
と
は
い
い
が
た
い
の
で
あ
る
。

0
0

但
し
、
固
定
し
て
い
る
部
分
は
、
な
く
は
な
い
。
そ
れ
は
、
副
詞
「
勝
（
称
）

」
と
否
定
語
「
不
」
と
が
呼
応
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
き
に
、
「
難
」
（
餌

の
例
）
や
「
胡
可
」
　
（
的
の
例
）
と
呼
応
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
ま

れ
な
例
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
日
本
の
、
挟
文
訓
読
の
場
に
も
、
「
ア
ゲ
テ
…
…
…
ズ
」

と
い
う
呼
応
が
生
ま
れ
、
か
つ
、
固
定
的
と
な
っ
て
い
っ
た
。
築
島
博
士
は
、

右
の
飢
・
佃
の
例
を
掲
げ
て
、
こ
の
呼
応
を
「
決
文
訓
読
特
有
の
語
法
」
で
あ

る
と
説
か
れ
た
（
注
8
文
献
）
。

中
国
に
於
け
る
、
も
し
く
は
、
正
格
法
文
に
於
け
る
、
ま
た
、
そ
の
訓
読
の

場
に
於
け
る
、
こ
の
よ
う
な
惜
況
に
対
し
て
、
日
本
の
、
古
文
書
そ
の
他
の
和

化
漢
文
（
変
体
漢
文
）
、
あ
る
い
は
、
和
漢
棍
汚
文
な
ど
で
は
、
「
食
」
，
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「
用
」
・
「
妃
」
・
「
説
」
・
「
言
」
・
「
遺
」
　
（
・
「
数
」
）
な
ど
の
動
詞

が
否
定
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
原
則
的
に
、
「
不
可
勝
（
称
）
計
」
と

あ
る
。
措
辞
法
と
し
て
、
こ
れ
は
、
「
固
定
し
て
い
る
」
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。次

に
、
用
法
の
面
に
も
問
題
が
あ
る
。
古
文
書
に
於
け
る
、
こ
の
固
定
的
表

現
法
は
、
多
く
の
場
合
、
情
態
・
程
度
の
著
し
く
悪
い
こ
と
を
、
強
調
的
に
表

現
し
て
い
る
。
逐
一
の
説
明
は
省
く
が
、
既
掲
の
（
＝
か
ら
佃
ま
で
の
ど
れ
を
と

っ
て
み
て
も
そ
う
で
あ
る
。

0
0

似
た
よ
う
な
用
法
は
、
古
文
毒
の
ほ
か
に
も
所
見
し
な
く
は
な
い
。

鯛
　
ス
ヘ
テ
世
中
ノ
ア
リ
ニ
ク
～
ワ
カ
ミ
ト
ス
ミ
カ
ト
ノ
バ
カ
ナ
ク
ア
タ
ナ

ル
サ
マ
、
又
カ
ク
ノ
コ
ト
シ
、
イ
ハ
ム
ヤ
所
ニ
ヨ
リ
身
ノ
ホ
ト
ニ
シ
タ
カ

（31）餌Hの

レ

此

之

輩

不

レ

可

二

勝

計

一

、

（

内

閣

文

庫

本

雲

州

消

息

、

1

1

オ

4

）

〔

正

法

眼

蔵

、

前

掲

㈹

の

例

〕

〔

正

法

眼

蔵

、

前

掲

㈹

の

例

〕

一

向

専

修

倭

摸

之

例

不

快

事

右

、

（

中

略

）

、

抑

弥

陀

老

婆

婆

有

縁

之

如

来

、

称

名

者

彼

仏

甚

重

之

本

庸

也

、

何

倍

専

修

称

名

之

某

、

還

招

国

土

衰

乱

之

秋

輿

（

中

略

）

、

諸

仏

之

中

、

何

除

弥

陀

乎

、

凡

語

法

之

罪

、

受

持

之

福

、

諸

経

誠

澄

、

荊

可

l

麟

訓

、

銅

山　（
家（延

。一手‥

之　大
舵衆
、解

、
貞
応
三
・
五
・
十
七
、
鎌
倉
五
二
一
七
二
）

古
来
其
人
多
突
、
鈷
名
於
朝
市
、
晦
跡
於
山
薮
、
閃
修

ヒ
ツ
1
心
ヲ
ヤ
ナ
マ
ス
事
ハ
ア
ケ
テ
不
可
計
、

（
方
丈
記
、
大
福
光
寺
本

一
六
九
行
）

＊
慶
長
三
年
故
山
田
孝
雄
博
士
蔵
本
は
、
「
勝
計
フ
へ
カ
ラ
ス
」
と
あ
る

由
で
あ
る
　
（
注
9
）
。

し
か
し
、
古
文
書
以
外
の
場
合
は
、
の
、
単
に
、
数
量
の
多
い
こ
と
を
意
味

し
（
原
義
）
、
榊
、
む
し
ろ
、
右
と
は
逆
ば
、
情
態
・
程
度
の
良
い
こ
と
を
表

わ
す
例
が
目
立
つ
。
即
ち
、
悪
い
再
の
強
調
に
偏
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

的
の
例

鯛
　
抑
征
襲
将
軍
ノ
任
ハ
、
代
々
源
平
ノ
費
功
二
依
テ
、
其
位
二
屠
ス
ル
例

不
し
可
．
二
勝
計
一
。

（
大
平
記
、
巻
第
十
三
、
足
利
殿
東
国
下
向
事
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大

系
二
・
三
七
）

㈹
　
摂
畢
轟
々
芸
一
横
笛
内
藤
太
之
横
笛
、
（
中
略
）
、
自
藤
太
之
猿
楽
、
如

浄
業
、
皆
遂
往
生
、
伝
記
所
載
、
利
可
麟
計
、
而
当
世
一
向
専
修
為
鉢
也
、

結
党
成
群
、
関
城
溢
郭
、
柚
門
舶
路
、
多
坂
此
教
、

（
同
右
、
二
七
三
）

右
の
内
、
帥
・
脚
は
同
一
の
文
書
で
、
延
暦
寺
大
衆
が
、
一
向
専
修
の
非
を

掲
げ
、
そ
れ
を
停
止
さ
れ
る
よ
う
天
皇
の
裁
断
を
鳳
い
出
た
も
の
で
あ
る
。
対

句
を
中
心
と
し
た
四
六
耕
伍
文
で
、
仏
典
・
漢
籍
を
も
援
用
し
た
、
非
常
に
潤

色
あ
る
文
章
で
あ
る
。
他
の
古
文
事
類
と
は
、
質
的
に
相
違
す
る
で
あ
ろ
う
。

何
の
例

16

幽
一
ノ
宮
殿
ノ
中
ヲ
見
ル
ニ
、
衆
宝
荘
厳
、
不
可
称
計
ズ
。

（
今
昔
物
語
集
、
巻
第
二
語
第
十
八
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
一

九
〇
）

糾
一
人
ノ
長
者
有
り
。
其
ノ
家
大
キ
ニ
冨
テ
財
宝
元
量
ニ
シ
テ
不
可
称
計
ズ
。

（
同
、
巻
第
二
、
語
第
十
七
、
同
一
二
五
一
）

鍋
一
人
ノ
長
者
有
ケ
リ
、
（
中
略
）
飲
食
・
衣
服
・
金
銀
等
ノ
珍
宝
、
倉
一
戸



着
ミ
活
タ
ル
事
、

不
可
称
計
ズ
。

（
同
、
巻
第
二
、
語
第
四
一
、
同
二
一
九
九
）

㈹
可
被
等
師
読
事
、
（
中
略
）
、
師
読
之
貴
、
異
朝
如
此
、
不
次
之
恩
、
本

朝
又
然
、
或
駕
牛
馬
出
入
帝
宮
、
或
誇
官
爵
拝
庸
就
（
莞
）
国
、
自
余
之

洪
慈
、
利
可
矧
計

l
、

（
藤
原
茂
範
啓
状
、
建
長
六
カ
、
鎌
遺
十
二
一
〇
）

ラ
カ
ウ

的
．
有
点
間
義
可
レ
令
三
党
－
向
結
－
構
示
レ
可
レ
二
勝
計
面
白
々
々

（
雑
筆
抄
東
京
大
学
甲
本
、
9
ウ
5
－
1

0
オ
2
）

右
の
内
、
的
は
、
博
士
家
茂
屯
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
漢
籍
の
影

野
が
あ
る
と
み
ら
れ
、
一
般
の
古
文
琶
類
と
同
列
に
扱
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

ま
た
、
卵
は
、
「
結
構
」
ま
で
で
一
句
、
「
不
可
勝
計
、
面
白
々
々
」
で
一
句

を
な
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
『
慶
長
五
年
耶
蘇
会
板
倭
漢
朗
詠
集
』
に
付

我
の
「
雑
筆
抄
」
で
は
、
「
発
向
」
ま
で
で
一
句
、
「
結
構
」
以
下
で
一
句
を

な
し
て
い
る
。
二
本
問
で
は
、
従
っ
て
、
「
結
構
」
の
意
味
が
相
異
な
る
わ
け

だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
何
の
例
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
「
不
可
勝
（
称
）
計
」
の
用
法
に
つ
い
て
比
較
し
て
み
る
と
、

古
文
苔
に
於
い
て
は
、
〝
悪
い
面
″
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
強
調
的
に
表
現
し

ょ
ぅ
と
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
即
ち
、
古
文
缶
に
於
け
る
そ
の
用
法

に
は
偏
向
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

但
し
、
古
文
毒
に
も
、
川
の
例
が
な
く
は
な
い
。
用
例
は
少
な
い
が
、
次
の

0
0
よ
う
な
例
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
い
ず
れ
も
「
～
の
先
例
は
数
え
き
れ
な
い
ほ

ど
多
い
」
と
い
う
形
と
な
っ
て
い
る
点
に
、
注
意
さ
れ
る
。

幽
左
顆
宮
下
伊
賀
国

応
拍
注
田
数
、
任
例
以
寺
家
封
米
、
便
補
東
大
寺
領
玉
瀧
黒
田
両
柚
寄

人
作
田
宮
物
事

右
、
（
中
略
）
、
彼
両
仙
人
等
解
状
偶
、
従
往
古
以
来
、
耕
作
寺
領
負
田
、

以
件
所
当
官
物
、
便
抽
披
封
米
、
抽
入
等
立
用
公
企
、
御
寺
修
理
料
材
木

所
取
進
、
其
来
尚
英
、
而
去
年
作
田
地
子
米
、
仙
人
等
公
食
用
途
已
畢
之

処
、
俄
号
造
興
福
寺
料
、
曹
先
例
抑
留
之
条
、
未
知
其
理
、
仙
人
等
之
大

愁
莫
週
於
斯
、
何
物
立
用
功
力
、
可
取
進
披
大
小
材
木
等
裁
、
所
司
等
謹

（
マ
マ
）

案
旧
貫
、
伊
賀
守
資
良
朝
臣
・
康
基
朝
臣
難
造
興
福
寺
、
於
寺
家
御
御
封

し

．

．

．

．

－

．

米
故
無
地
妨
、
暦
便
如
負
田
官
物
、
自
余
之
例
不
可
勝
計
、

（
イ
1
j
現
力
）

是
則
為
国
行
毎
費
損
、
為
寺
家
　
便
益
、

（
官
宣
旨
案
、
永
長
二
・
四
・
三
、
平
安
遺
文
四
・
一
三
三
七
）

軸
　
春
日
御
供
預
放
任
藤
原
能
挙
式
解
申
進
殿
下
政
所
裁
事

請
被
殊
任
解
状
旨
、
栢
任
当
社
御
領
辰
市
五
箇
条
惣
追
捕
使
職
事
、

右
、
得
祉
司
等
去
三
月
廿
八
日
重
陳
状
偶
、
以
新
儀
望
申
無
先
例
惣
追
捕
一

便
職
之
条
、
不
当
事
也
、
而
先
就
此
状
期
中
、
如
此
之
職
以
新
儀
望
申
被
　
1
7

0

　

　

　

－

　

　

　

r

l

l

一

補
任
、
古
今
之
例
不
可
勝
計
、
故
何
者
、
被
始
置
正
預
稲
執
行
惣
刀
称
等
　
一

職
、
臨
時
老
皆
是
非
新
偵
裁
、
而
至
此
職
許
、
何
故
可
令
訴
申
新
偵
不
当

之
由
裁
、

（
散
位
藤
原
能
事
申
文
、
寿
永
二
・
四
・
十
一
、
平
安
遺
文
八
・
三
〇
九

一
）

的
一
女
人
養
子
事

右
、
如
法
意
者
、
捲
不
詳
之
、
大
将
家
御
時
以
来
至
干
当
世
、
無
其
子
之

女
人
等
、
讃
与
所
領
於
養
子
事
、
不
易
之
法
、
荊
可
矧
計
、
加
之
、
都
揖

之
例
、
先
捉
惟
多
、
評
議
之
処
、
尤
足
信
用
欺
、

（
関
東
御
成
敗
式
日
、
第
二
十
三
条
、
貞
永
元
・
七
・
十
、
嘩
型
ハ
二
二

七
八
）

坤
‥
干
輿
□
宮
崎
官
既
雑
無
先
例
、
被
寄
豊
後
国
、
或
被
等
筑
前
国
、
香
稚



虫
欠

宮
同
被
寄
豊
後
、
千
粟
宮
又
被
寄
肥
後
国
之
、
而
当
　
被
造
営
也
、
此
外
被

（

鎚

力

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

°

雷
彼
国
　
＝
　
U
造
営
之
寺
社
、
自
他
之
例
、
不
可
晰
紬
、
暦
之
守
先
例
、

依
時
宜
者
也
、

（
薩
摩
新
田
八
幡
宮
所
司
等
重
解
、
文
永
五
・
十
二
鋒
遺
十
三
・
四
四

〇
）

右
の
内
、
的
は
、
子
の
な
い
女
が
養
子
を
と
っ
て
、
そ
れ
に
所
領
を
譲
り
与

え
る
こ
と
は
、
か
っ
て
実
際
に
行
な
わ
れ
、
幕
府
も
そ
れ
を
代
々
続
く
べ
き
先

例
だ
と
し
て
き
た
、
こ
の
例
は
数
え
き
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
不

易
法
」
は
、
「
こ
こ
で
は
単
に
頼
朝
以
来
の
先
例
を
強
調
し
た
語
で
あ
ろ
う
」

（
笠
松
宏
至
氏
）
と
さ
れ
る
。
（
注
1
0
）

何
の
例
に
つ
い
て
は
、
未
だ
管
見
に
入
ら
な
い
。

的
の
例
、
何
の
例
は
、
よ
り
広
く
探
せ
ば
見
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
古
文
書
に
於
け
る
用
法
の
偏
向
に
つ
き
、
そ
の
大
勢
は

か
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。≡

「
不
可
勝
（
称
）
計
」
と
い
う
語
法
に
関
連
し
て
、
左
記
に
触
れ
て
お
く
。

°

的
　
至
今
度
者
、
云
無
道
云
苛
法
、
休
園
幅
匿
、

（
興
福
寺
牒
状
、
建
久
九
・
十
一
二
、
鎌
遣
一
一
・
三
二
〓

一
－

㌢

t

ら

　

ー

右
は
、
「
不
レ
足
ニ
ー
　
こ
と
「
不
可
称
計
」
と
の
合
成
に
な
る
も
の
で
あ
ろ

七
い
し
ょ
く
わ
ん
　
た
ん
か
い
こ
う

う
か
。
あ
ま
り
見
な
い
形
で
あ
る
。
平
家
物
語
の
、
「
大
招
冠
・
淡
海
公
の
御

こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
を
と
ほ

称
号
数
一
。

（
新
猿
楽
記
、
群
告
期
従
、
第
六
時
、
一
〇
〇
一
下
3
）

丁
ケ
サ
　
チ
（
†
†
）

弘
安
三
年
写
本
に
も
′
　
「
不
ヨ
可
一
疎
　
数
一
　
」
（
二
九
〇
）
と
な
っ
て
い

る
由
で
あ
る
　
（
注
1
1
）
。

こ
の
例
は
、
和
語
「
か
ぞ
ふ
」
が
媒
と
な
っ
て
、
そ
の
表
記
が
「
計
」
か
ら

「
数
」
に
転
じ
た
も
の
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、
次
の
よ
う
な
、

中
国
に
於
け
る
本
来
の
措
辞
の
流
れ
を
受
け
た
も
の
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。

丁
ケ
て
　
カ
ス
フ

囲
　
粟
相
か
之
禁
不
可
肪
　
数

事
は
あ
げ

て
坤
に
一
及
ず
l
」
　
（
巻
一
、
殿
下
乗
合
、
日
本
文
学
大
系
上
、
二
九

（
金
沢
文
庫
本
群
議
婁
古
桟
謎
二
汁
一
㌢
（
注
誓
　
　
り
孟

国
　
自
レ
是
之
後
。
匂
奴
絶
二
和
親
一
。
政
二
当
路
琴
。
（
割
注
略
）
往
往
入
盗
レ
於
ニ

ノ

　

　

　

　

　

ー

　

　

　

－

．

一

ユ

l

漢
辺
一
。
不
レ
可
レ
勝
レ
数
ル
一
l
。

（
史
記
、
巻
二
〇
、
旬
蚊
列
伝
、
二
〇
オ
）
　
（
注
1
3
）

後
者
は
、
江
戸
期
の
刊
本
で
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
「
勝
」

を
副
詞
に
よ
む
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

「
新
猿
楽
記
」
に
は
、
別
に
「
敢
不
レ
可
二
防
計
包
」
　
（
同
右
、
九
九
一
下

1
4
）
と
い
う
例
も
あ
る
。

コ
ン
ウ
ヅ
ハ
サ
　
ハ
ヤ
シ
　
　
　
ト
ヒ
ノ
メ
　
カ
ロ
シ
　
ト
シ
　
へ
ン
シ
　
セ
ン
シ
　
丁
ラ
タ
マ
チ
　
　
タ
ン
　
シ

納
　
金
鳥
趨
－
早
。
玉
－
菟
蹄
l
軽
。
年
－
変
l
節
　
改
、
面
1
談
既
久
。

ソ

モ

，

＼

コ

　

メ

ク

ラ

ス

ニ

ヶ

ゥ

1

1

プ

チ

　

ハ

キ

ヨ

シ

　

ナ

イ

　

ニ

　

　

　

ハ

ケ

ン

ス

　

　

　

エ

レ

イ

ノ

ク

抑
　
余
　
型
一
愚
壁
、
身
昼
車
　
内
－
官
一
、
心
苅
二
外
－
同
一
。
例
前
胱

丁
り
　
カ
ス
　
　
ス
　
イ
ト
で
了
ラ
　
ソ
ウ
ケ
ニ

有
二
員
一
。
不
二
達
二
　
勝
計
一
。

（
和
泉
往
来
、
正
月
往
状
、
四
－
五
行
）
　
（
注
1
4
）

ノ
　
モ
千
丁
ソ
ヒ
モ
ノ
　
　
ナ
ソ
ロ
　
　
　
チ
　
（
ナ
シ
）
．
イ
ト
マ
　
ヤ
ウ
イ
（
ケ
）
こ

の
一
船
　
翫
－
物
、
不
下
奈
中
千
金
㌔
重
工
　
暇
二
称
計
㌔

18

頁
）
も
、
「
不
レ
及
レ
申
」
と
の
交
渉
が
考
え
ら
れ
る
。

古
文
帯
以
外
で
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
散
見
す
る
。

国
　
八
郎
真
人
者
。
商
人
主
領
也
。
（
中
略
）
交
易
之
物
。
売
貫
之
種
。
利
到

（
同
右
、
四
月
往
状
、
九
七
－
九
八
行
）
　
（
同
）

（
ノ
）
シ
ウ
シ

ケ
（
ス
）

「
和
泉
往
来
」
に
は
、
「
件
会
執
事
所
1
要
之
物
、
不
二
可
二
勝
計
一
。
」
（
同

右
、
十
月
往
状
、
二
〇
二
行
）
と
い
う
例
が
あ
る
が
、
右
の
よ
う
な
特
異
な
語



法
も
所
見
す
る
。
「
和
泉
往
来
」
は
、
対
句
表
現
や
雅
語
が
多
く
、
「
こ
れ
ら

中
国
の
容
儀
の
い
ず
れ
か
（
多
分
〔
錆
帯
留
十
二
月
啓
〕
）
を
見
て
、
実
際
に

ゃ
り
と
り
さ
れ
た
容
状
を
根
幹
に
」
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（
注
1
5
）
。
右
の
例

は
、
こ
う
し
た
性
格
と
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
節
用
集
』
の
文
明
本
に
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

ズ

　

　

　

　

　

ベ

カ

ラ

丁

ゲ

サ

　

　

　

　

イ

フ

囲
　
△
不
（
平
声
、
朱
）
レ
可
二
勝
（
平
声
、
朱
）
言
（
平
声
軽
、
朱
）
一

フ

ウ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

カ

　

シ

ョ

ウ

　

　

　

　

　

　

　

ケ

ン

（
文
明
木
節
用
集
、
ア
部
、
璧
云
門
、
七
五
八
・
8
）

こ
の
用
例
は
、
次
の
的
・
印
の
よ
う
な
、
漢
文
本
来
の
措
辞
法
そ
の
も
の
で

あ
ろ
う
。

†

カ

　

モ

タ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

イ

カ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

丁

的
　
凡
ソ
、
批
ヒ
莞
レ
ク
ル
所
、
〔
可
〕
胡
ン
ソ
【
ィ
、
何
也
、
カ
ツ
テ
】
肪
ケ

テ
言

（
フ
）
可
ケ
ム
ヤ
、
（
原
文
、
凡
所
枇
肇
鋤
可
埋
司

（
興
福
寺
本
大
慈
因
等
三
蔵
法
師
伝
、
巻
第
八
、
承
穂
三
年
点
、
二
六
二

行
）
　
（
注
1
6
）ノ

　

　

　

ス

チ

　

　

　

　

ユ

フ

一

一

軸
　
孝
王
。
賃
太
后
少
子
也
。
愛
レ
之
。
質
賜
不
レ
可
レ
勝
レ
遺
。

（
史
記
、
巻
五
八
、
梁
孝
王
世
家
、
ニ
ウ
）
　
（
注
誓

軸
の
「
勝
」
も
国
と
同
じ
く
、
副
詞
と
し
て
よ
む
こ
と
は
で
き
る
。
『
日
本

国
語
大
辞
典
』
　
（
第
一
巻
）
は
、
そ
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
同
大
辞
典
』
で
は
、
「
し
よ
う
ー
け
い
〔
勝
計
・
称
計
〕
」

の
語
に
つ
い
て
、

一
つ
；
あ
げ
て
数
え
る
こ
と
。
と
り
た
て
て
数
え
る
こ
と
。
多
く
「
勝

計
す
べ
か
ら
ず
」
の
形
で
、
数
え
き
れ
な
い
意
に
用
い
る
。

と
の
解
説
を
な
し
、
『
明
街
往
来
』
・
『
正
法
眼
蔵
』
・
『
東
寺
百
合
文
責
』
・

滑
稽
本
『
古
今
百
馬
鹿
』
か
ら
四
例
の
例
文
を
引
い
て
い
る
。

四
例
の
内
の
三
例
は
「
勝
（
称
）
計
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
形
で
あ
っ
て
、

ま
さ
に
、
右
の
解
説
ど
お
り
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
残
り
の
一
例
は
、
次

の
如
く
で
あ
り
、
ど
う
み
て
も
、
右
の
解
説
と
は
関
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

畑
　
地
入
　
浄
住
専
光
明
院

合
水
田
弐
段
欝
瑚
結
露

右
子
細
者
、
後
宇
多
院
去
正
和
二
年
以
拝
師
庄
誓
部
省
肋
顆
脱
鮮
寺
、

被
定
置
伝
法
会
邦
西
院
供
僧
新
所
、
而
当
庄
庸
多
以
失
墜
、
甲
乙
所
々
令

領
知
之
間
、
随
有
支
謹
、
学
衆
方
致
興
行
之
沙
汰
（
割
注
略
）
、
今
此
水

田
依
為
其
内
、
令
拗
落
之
処
、
光
明
院
政
訴
日
、
木
党
上
人
文
永
年
中
為

法
界
衆
生
頓
詔
菩
提
、
於
当
院
、
始
置
不
断
光
明
貢
言
動
、
梧
越
等
致
随

喜
志
、
令
寄
附
新
所
、
当
田
為
専
一
、
寺
家
被
勘
落
者
、
此
勤
忽
可
断
絶
、

云
々
、

優
子
羊
相
可
有
免
除
　
愛
学
頭
学
衆
評
判
云
、
此
地
寺
琉
之
理
致
必
然
、

一
代
学
侶
難
遊
技
他
所
欺
、
然
而
彼
院
法
事
磨
絶
、
又
非
不
数
、
所
詮
、

（残）

当
寺
学
頭
学
衆
帰
寂
之
時
、
為
光
明
院
之
沙
汰
、
致
按
非
之
礼
、
収
遺
骨

於
道
場
、
永
訪
没
後
之
菩
提
者
、
此
地
可
逆
彼
院
、
是
不
絶
法
事
、
不
離

－

　

云

々

、

寺
柘
之
勝
計
也
　
干
茄
、
院
僧
悦
而
令
承
諾
、
此
犠
未
来
際
皆
不
可
違
越

云
々
、

此
旨
　
然
別
永
代
以
此
水
田
預
入
彼
院
了
、
但
法
行
若
退
転
、
約
諾
令
違

変
者
、
任
道
理
、
当
寺
早
可
今
進
止
、
析
為
後
日
亀
錆
所
状
如
件
、

（
浄
住
専
光
明
院
料
田
寄
進
状
案
、
康
永
二
・
三
・
七
、
大
日
本
古
文
欝
、

東
寺
文
書
二
・
八
三
九
）

こ
の
「
勝
計
」
は
、
「
す
ぐ
れ
た
は
か
ら
い
」
と
か
、
「
ぬ
き
ん
で
た
方
琵
」
・

「
ま
さ
っ
た
処
置
」
と
か
の
意
味
と
な
ろ
う
。
「
不
可
醐
甜
」
と
は
、
一
組
を

画
す
な
り
、
別
に
立
項
す
る
な
り
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
左
記
は
、
右
の

類
例
で
あ
る
。

（義）

佃
　
以
前
条
々
奉
拝
橙
勤
之
　
勅
霞
、
謹
献
附
法
之
文
契
、
難
一
事
一
言
、
非

為
身
為
私
、
偏
走
令
法
久
住
之
略
訓
、
国
家
伝
説
之
某
献
也
、
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（
権
僧
正
帯
心
淳
附
法
状
案
、
濾
治
三
・
四
・
廿
六
、
大
日
本
古
文
事
、
醍

閻
寺
文
書
一
二
二
二
九
）

憲
淳
の
、
こ
の
文
章
は
「
後
宇
多
法
皇
・
権
僧
正
憲
淳
法
流
相
承
文
む
実
」

（
同
、
醍
佃
寺
文
む
一
二
三
四
、
ま
た
、
一
・
三
二
四
）
に
も
収
め
ら
れ
て

い
る
。

チ

　

チ

　

　

　

ニ

鍋
　
今
朝
之
勝
遊
者
、
希
代
之
佳
会
也
。
（
中
略
）
。
只
馳
二
思
於
千
里
之
外
一
、

シ

ノ

　

ッ

　

チ

　

　

　

ノ

　

一

　

ワ

ニ

シ

　

　

カ

ク

　

ウ

ラ

ミ

チ

∴

ル

ニ

ス

　

キ

ン

キ

　

　

ヲ

予
養
二
性
於
一
室
之
中
一
。
鐸
以
二
狐
格
之
恨
一
。
携
以
二
琴
碁
之
輿
－
。

ム

カ

一

了

　

ニ

　

フ

ヤ

キ

チ

　

テ

　

ニ

　

ル

ヲ

　

　

フ

　

　

ホ

ウ

対
一
紅
建
一
而
妨
レ
寒
、
眠
二
白
屋
一
而
送
レ
目
。
是
則
扶
宏
之
秘
方
、
延
算
之

麟
紬
也
。

（
垂
髪
往
来
十
一
月
近
状
）
　
（
注
1
8
）

四

以
上
、
古
文
書
に
於
け
る
「
不
可
勝
（
称
）
計
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

古
文
書
に
於
け
る
こ
の
語
法
は
、
良
い
面
よ
り
も
悪
い
面
を
強
調
し
が
ち
だ

ノ

と
い
う
点
で
、
偏
っ
た
用
法
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
同
様
に
、
和
化
挟
文
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
た
日
記
類
に
つ
き
、
若

干
の
調
査
を
試
み
た
が
、
当
該
の
語
法
は
、
容
易
に
見
出
せ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

皆
無
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
数
月
山
の
上
で
は
、
古
文
書
に
於
け
る
と
こ

ろ
の
比
で
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
情
況
は
、
古
文
容
と
日
記
類
と
の
、
本
質
的
性
格
の
相
違
に
密
接
に
関

係
し
て
い
よ
う
。
即
ち
、
古
文
書
は
、
多
く
の
場
合
、
他
者
を
説
得
し
た
り
他

．
者
に
命
令
し
た
り
す
る
の
が
、
そ
の
使
命
で
あ
る
。
常
に
、
差
し
出
す
相
手
が

い
て
、
そ
の
相
手
に
対
す
る
心
情
な
り
意
志
な
り
が
綴
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
日
記
類
は
、
ど
う
し
て
も
淡
泊
な
、
あ
る
い
は
純
粋
な
記
録
的
文
章
で
終

始
し
が
ち
で
あ
っ
て
、
他
者
に
訴
え
、
他
者
を
動
か
そ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
、

対
外
的
、
相
対
的
性
格
は
な
い
。

二
者
の
問
に
は
、
こ
の
よ
う
な
性
格
の
相
違
が
あ
る
。
当
該
の
語
法
の
要
・

不
要
（
存
・
否
）
は
、
こ
う
し
た
本
質
的
性
格
の
相
違
に
根
ざ
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

当
該
の
語
法
に
つ
い
て
は
、
単
に
「
（
数
が
多
く
て
）
数
え
き
れ
な
い
」
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
事
態
の
羊
恕
・
好
悪
の
価
伍
・
判

断
を
こ
め
て
用
い
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
よ
う
な
語
法
の
性
格
自
体
、
ま
さ
し
く
古
文
書
の
性
格
と
即
応
し
や
す

い
も
の
で
あ
る
。
然
し
て
、
古
文
憩
で
は
、
多
く
、
そ
の
悪
い
面
を
強
調
す
る

用
法
を
利
用
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
悪
い
両
に
偏
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
当
語
法
そ
の
も
の
の
責
任
で
は
な
い
、
当
時
の
　
（
古
）
文
書
の
内
容
や
成

り
立
ち
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

古
文
書
の
語
彙
・
語
法
に
つ
い
て
は
、
不
明
瞭
な
点
が
少
な
く
な
い
。

歴
史
学
と
の
提
携
の
ま
ず
さ
も
、
そ
の
一
因
と
な
っ
て
い
よ
う
。
し
か
し
、

主
た
る
原
因
は
、
古
文
書
期
を
直
接
の
考
察
対
象
と
す
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
実
は
、
そ
う
し
た
反
省
の
も
と
に
、
古
文
霞
類
の
語
彙
・
語
法
に

つ
き
、
考
察
を
重
ね
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
の
一
で
あ
る
。

注

1
　
阿
部
猛
『
尾
張
国
解
文
の
研
究
』
　
（
六
五
貢
他
）
で
は
、
以
下
四
例
と
も

ち
け
T
ま
か

「
勝
て
計
極
べ
か
ら
ず
」
と
訓
読
さ
れ
て
い
る
。

2
　
「
武
家
家
法
I
」
、
『
中
世
法
制
史
料
集
　
第
三
巻
』
、
二
四
頁
。

3
　
「
室
町
幕
府
法
」
、
『
中
世
法
制
史
料
集
　
第
二
巻
』
、
四
頁
。
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4
　
乾
坤
院
本
は
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
、
正
接
寺
本
は
永
正
九
年
（
一
五

一
二
）
　
の
習
写
に
な
る
。

5
　
寺
田
透
頭
注
「
正
接
限
蔵
」
、
『
日
本
思
想
大
系
　
道
元
　
下
』
、
一
二

三
・
一
九
四
貢
。

6
　
「
か
ぞ
ふ
」
の
訓
を
も
つ
十
二
ケ
字
の
内
、
「
計
」
字
は
初
掲
字
で
あ
る

“
リ
ヤ
・
ワ

（
前
田
本
巻
上
、
カ
部
辞
字
、
一
〇
三
オ
1
）
。
同
字
は
、
「
腿
ハ
カ
ル
」

（
同
、
ハ
部
、
二
五
オ
4
）
を
初
掲
字
と
す
る
一
語
群
に
も
所
見
す
る
が
、

こ
れ
は
人
事
部
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
第
八
宇
目
に
位
置
し
て
い
る
。

7
　
春
日
政
治
『
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
古
点
の
国
語
学
的
研
究
　
本
文

賃
』
、
一
〇
九
貢
一
五
行
。

8
　
築
島
裕
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
、
八
六
百
。

9
　
青
木
怜
子
『
広
本
略
本
方
丈
記
総
索
引
』
、
一
二
四
百
。

1
0
　
「
御
成
敗
式
目
」
、
『
日
本
忠
恕
大
系
　
中
世
政
治
社
会
忠
恕
　
上
』
、

二
二
百
頭
注
。

1
1
　
酒
井
憲
二
「
新
猿
楽
記
の
語
彙
　
－
　
付
、
語
彙
索
引
　
－
　
」
、
『
山
梨
県

立
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
。
第
八
号
、
昭
和
四
九
年
度
。

1
2
　
石
川
謙
『
日
本
教
科
串
大
系
　
第
二
巻
　
古
往
来
0
』
所
収
、
小
林
芳
規

博
士
に
よ
る
「
和
泉
往
来
」
の
翻
刻
・
注
。
六
二
〇
百
。

1
3
　
古
典
研
究
会
発
行
『
和
刻
本
正
史
　
史
記
（
二
）
』
、
汲
古
書
院
、
九
九

一
百
。

（

タ

）

ユ

　

　

　

タ

フ

な
お
、
「
勝
」
と
は
、
「
勝
」
が
ハ
行
転
呼
の
影
哲
を
受
け
（
タ
へ
l
ク

エ
な
ど
）
、
か
つ
、
ヤ
行
へ
の
誤
椎
を
生
じ
た
も
の
ら
し
い
。

1
4
　
注
1
2
文
献
（
翻
刻
）
、
二
二
〇
貢
。
二
二
五
百
。

1
5
　
植
塩
節
也
「
高
野
山
酉
両
院
蔵
『
和
泉
往
来
』
の
原
作
者
を
め
ぐ
っ
て
」
、

『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
、
第
二
四
転
。

1
6
　
築
島
裕
扇
ハ
福
寺
本
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
古
点
の
国
語
学
的
研
究
　
訳

文
措
』
、
二
八
〇
訂
。

1
7
　
注
1
3
文
献
、
六
八
〇
百
。

1
8
　
石
川
謙
『
日
本
教
科
啓
大
系
　
節
二
巻
　
舌
往
来
2
、
二
五
二
弓

－
　
弘
前
大
学
講
師
　
－

彙
　
　
報

発
刊
雑
誌
紹
介

鎌
倉
時
代
語
研
究
第
一
輯

鎌
倉
時
代
語
研
究
全
編

昭
和
五
十
一
年
発
足
し
た
鎌
倉
時
代
語
研
究
会
（
代
表
小
林
芳
規
）
の
発

行
。
中
世
語
（
後
半
期
）
研
究
ゆ
か
り
の
広
島
の
地
に
卒
業
生
・
有
志
が
相
寄

り
、
解
明
が
他
の
時
代
語
研
究
よ
り
立
遅
れ
、
開
拓
が
大
い
に
期
待
さ
れ
て
い

を
中
世
語
（
前
半
期
）
研
究
を
目
指
し
た
も
の
。
本
誌
は
、
瀬
戸
内
海
言
語
資

料
室
で
行
わ
れ
る
、
年
一
回
の
研
究
発
表
会
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
。
研
究

会
の
基
本
的
方
針
は
、
資
料
の
発
掘
、
紹
介
、
翻
刻
と
そ
の
記
述
等
に
置
く
。

第
一
厩
の
執
筆
者
と
題
目
は
以
下
の
通
り
。
小
林
芳
規
「
高
山
寺
蔵
『
三
宝

絵
』
詞
章
遺
文
」
、
柳
田
征
司
「
高
山
寺
蔵
鎌
倉
時
代
後
期
書
写
題
未
詳
仏
書

注
釈
む
」
、
来
田
隆
「
国
語
史
料
と
し
て
の
責
福
寺
栽
新
楽
府
注
正
夢
元
年
貴

写
本
」
、
東
辻
保
和
「
『
打
開
集
』
に
お
け
る
漢
字
の
用
法
」
、
山
内
洋
一
郎

「
金
沢
文
庫
蔵
仏
教
説
話
集
の
漢
字
字
体
」
、
村
田
正
英
「
藤
原
定
家
自
筆
平

仮
名
文
三
種
に
お
け
る
和
語
表
記
の
漢
字
」
、
沼
本
克
明
「
呉
音
読
資
料
の
検

討
－
声
点
の
加
点
法
の
相
違
と
学
統
と
の
関
係
に
つ
い
て
－
」
、
佐
々
木
駿
・

牧
野
泰
子
「
院
政
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
挟
語
サ
変
動
識
語
怨
の
比
較
研
究
－
特

有
語
彙
と
共
有
語
彙
の
観
点
か
ら
－
」
、
菅
原
坑
夫
「
最
明
寺
本
宝
物
集
総
索

引
稿
H
」
、
金
子
彰
「
鎌
倉
時
代
語
研
究
文
献
日
録
稿
」
　
（
B
5
版
、
三
二

四
ペ
ー
ジ
、
昭
和
五
十
三
年
三
月
、
鎌
倉
時
代
語
研
究
会
、
実
費
頒
布
一
五
〇

〇
円
送
料
別
）
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